
真庭市建設部建設課

① 緊急を要する修繕要望 ⑧

② ③

総務課と情報共有

④

小修繕の要望 ⑤ 県事業の要望

⑥
（所在振興局による評価）

※一次評価が30点未満の場合は事業実施しない

⑦

事業採択・不採択の連絡

※ 事業採択の箇所は予算確保できた時点で連絡

重要施策道路

幹線道路

他事業に関する道

路

【行政推進型路線】

二次評価

（真庭市市道改良・新設事業整備検討会）

道路整備　判定フロー

事業計画の策定・実施

振興局で受付

受付状況を「受付完了報告票」へ記入

建設課で受付

受付状況を「受付完了報告票」へ記入

道路整備に関する要望

【地域連携型路線】

建設課で要望書の整理 県に連絡
振興局

で対応

自治会に回答

振興局、建設課で現地を確認

担当課、方針の決定

一次評価（評価基準に基づく優先順位の決定）

緊急修繕

で対応

６月末期限 

毎年１０月 

開催 

①地域連携型（地域の要望により事業を推進するもの） 

 現在の道路幅員が狭いため道路改良が要望されているが、利用する車や歩行者のほとんどが近隣住

民のような「生活道路」の整備を目的とした道路整備事業で 幅員４メートルから５メートル程度を標準

とする 

②行政推進型（真庭市が中心となって事業を推進するもの） 

 現在の道路幅員が狭いため道路改良（拡幅、バイパス化）を行うもので、道路改良を行うことで、将

来的により広範囲な地域からの交通や整備効果が見込める道路整備事業で、行政が政策的に推進す

る幅員がおよそ７メートル以上のもの 

事

業

計

画

 


